平成２２年（ワ）第●●号　不当利得返還請求事件
原　告　　　●●
被　告　　　●●　
第１準備書面
（原告）
                               　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１０年(平成２２年)●月●日
千葉地方裁判所　民事第●部　御中
１　本件金銭消費貸借契約は１つの連続した貸付取引であること（最高裁判所第１小法廷平成１８年（受）第１５３４号・不当利得返還請求事件・平成１９年７月１９日判決） 
本件金銭消費貸借契約は１つの連続した貸付取引である。
（１）金銭消費貸借取引において、（ア）従前の貸付けの切替え及び貸増しとして、長年にわたり同様の方法で反復継続して行われていたこと（イ）取引に空白期間がある場合であっても、前回の返済から期間的に接着し、前後の貸付けと同様の方法と貸付条件で行われた場合には、金銭消費貸借契約は１つの連続した貸付取引である。そして、１個の連続した貸付取引においては、当事者は、１つの貸付けを行う際に、切替え及び貸増しのための次の貸付けを行うことを想定しているのであり、複数の権利関係が発生するような事態が生ずることを望まないのが通常であることに照らしても、制限超過部分を元本に充当した結果、過払金が発生した場合には、その後に発生する新たな借入金債務に充当することを合意しているものと解するのが合理的である。（以上につき、最高裁判所第１小法廷平成１８年（受）第１５３４号・不当利得返還請求事件・平成１９年７月１９日判決参照）
（２）以上を本件について見ると、本件取引において取引空白期間は１３０日に過ぎない。
（３）とすれば、本件金銭消費貸借契約が１つの連続した取引である以上、制限超過部分を元本に充当した結果、過払金が発生した場合には、その後に発生する新たな借入金債務に充当することの合意があるのである。そのため、本件取引は一連の取引として計算されるべきなのである。
以　上
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